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測量作業共通仕様書

1.測量作業共通仕様書

第 1条 適用範囲

この共通仕様書は、福島県土木部の施行する測量作業に適用する。

2. 図面及び特記仕様書に記載きれた事項は、この仕様書に優先するものとする。

3. この共通仕様書並びに特記仕様書にない事項、又は設計図書等に疑義を生じた場合は監督員の指示によるものと

する。

第 2条 作業実施

測量作業は、福島県公共測量作業規程（以下「規定」という。）及び規程運用基準（以下「基準」という。）により

実施するものとする。

第 3条 用語の定義

「指示」、「承諾」、「協議」とは、次の定義による。

(1) 指示とは、監督員が受託者に対し、業務に園する必要な事項について書面をもって示し実施させることを

いう。

(2) 承諾とは、受託者が書面で申し出た業務に関する必要な事項について、監督員が書面により同意することを

いう。

(3) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得るこ

とをいう。

第 4条 監督員

この仕様書でいう「監督員」とは、委託契約書第 4条に規定する監督員をいう。

第 5条 主任技術者

この仕様書において「主任技術者」とは、委託契約書第 5条に競走する者をいう。

2. 主任技術者は、測量法第 48条に規定する測量士でなければならない。

第 5-1条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更した場合）は、その氏名その他必要な事項を監督

員に提出（様式-28、29）するものとする。（主任技術者と兼務するものを除く。）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は 3名までとする。

2. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。

第 6条 提出書類

受託者は次の各号に掲げる書類を別表により、監督員を経て、遅滞なく提出しなければならない。

(1) 委託業務着手届〔様式-1〕

(2) 主任技術者通知書〔様式-3〕

(3) 作業工程表〔様式-2〕

(4) 業務計画書〔様式-10〕

(5) 委託業務完了届〔様式-19〕

(6) 成果品目録〔様式-20〕

(7) その他監督員が必要と認めたもの

注）様式については、共通仕様書〔業務委託編 II〕に掲載。
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2. 測量現場が隣接し、又は同一場所において別途測量がある場合には、常に相互協調するとともに、利用する成果に

ついては、照合を行わなければならない。

3. 受託者は、測量実施にあたり、水陸交通の妨害又は公衆に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。

4. 受託者は、測量作業中、常に安全に留意しなければならない。

第 13条 土地の立入り等

受託者は、測量を実施するため国、公有又は私有の土地に入る場合は、あらかじめ監督員に報告するとともに受託

者の責任において関係者と緊密かつ十分なる協調を保ち円滑な測量の進捗を期さなければならない。また、関係法令

に規定する身分証明書を携帯し開係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2. 受託者は、測量実施にあたり宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入る場合は、あらかじめ占有者に通知しな

ければならない。

3. 受託者は、測量実施のため植物、かき、さく等の伐除又は土地若しくは工作物を一時使用する場合は所有者の承諾

を得て行うものとする。この場合において生じた損失は、設計図書等に示すはかは受託者が負担するものとする。

第 14条 関係官公庁その他への手続等

受託者は、測量実施のために必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは監督員と打合せのうえ、受託者において

迅速に処理しなければならない。

2. 受託者は関係官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を監督員に申し出て

協議するものとする。

第 15条 成果品

受託者は測量完了後、「規定」、「基準」に示す成果品を成果品目録とともに下記により提出しなければならない。

(1) 野帳及び計算簿類　　　各 1部

(2) 精度管理表　　　　　　各 2部

(3) 原図及びトレース原図　各 1部

(4) 第２原図　　　　　　　各 1部

(5) 陽　　画　　　　　　　各 2部

(6) 報告書の大きさについては、A4版を標準とする。

なお、陽画については受託者より白コピーの承諾が求められた場合については、白コピーも可とすることがで

きる。

(7) その他監督員の指示したもの

2. 成果品はすべて委託者の所有とし、委託者の承諾をうけないで他に公表、貸与又は使用してはならない。

第 16条 検査

受託者は、成果品提出にあたって、自ら社内審査を実施しなければならない。

2. 受託者は、業務委託の完成検査及び一部完成検査（以下「検査」という）に必要な資料及び記録を整備し、検査員

に提示しなければならない。

3. 受託者は、検査に際しては、主任技術者等が立会のうえ、検査を受けなければならない。
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（Ａ３版で使用）様式(用)―１２

平成 年 月 日作成土 地 調 査 書
□表題 □分筆 □合筆 □地目 □地積 □地図 □変更 □更正 □訂正① 登 記 の 目 的

□市□郡 □町□村 丁目

所 在

大字 第 地割 字

地 番 番 番 番 番 番

仮登記□有□無 仮登録□有□無 仮登録□有□無 仮登録□有□無 仮登録□有□無② 登 記 簿 調 査

甲 区

□その他( ) □その他（ ） □その他( ) □その他( ) □その他( )

抵当権□有□ 抵当権□有□無 抵当権□有□無 抵当権□有□無 抵当権□有□無

無 共 担 □有□無 共 担 □有□無 共 担 □有□無 共 担 □有□無

乙区 共 担 □有□ □その他( ) □その他( ) □その他( ) □その他( )

無 □その他( )

(資 料)□登記簿 □法第14条地図 □付属地図 □地積測量図 □その他( )③所在地番形状

)の 調 査 (現 地)□申請人の説明 □立会人の説明 □隣接地等周囲の状況 □その他(

)④申 請 適 格 □埋立竣工認可書 □官公署の証明書 □売払証明書 □その他(

)の 調 査 □登記簿 □代理権限証書 □相続関係書類 □その他(

□宅 地

□居宅 □店舗 □事務所 □共同住宅 □倉庫 □その他( )1.建物がある場合

□宅地造成地で道路工事完了 □側溝工事完了 □擁壁工事完了2.建物がない場合

□基礎工事完了 □上下水道工事完了 □電気工事完了

□ガス工事完了 □建築確認済 □その他( )

□市街地 □住宅地 □村落地 □その他( )3.周囲の状況

⑤現況及び利用 □農 地 □田 □畑 □水稲 □陸稲 □麦類 □蔬菜 □草花

状況等の調査 □果樹 □茶園 □桑園 □牧草 □その他( )

□山 林 □松 □杉 □桧 □竹 □雑木 □その他( )

□原 野 □雑草類 □潅木類 □その他( )

□雑種地 □駐車場 □資材置場□鉄塔敷 □その他( )

□上記以外の土地の状況 □道路 □水路 □その他( )

)北 側 □田 □畑 □宅地 □山林 □原野 □道路 □水路 □その他(

⑥周囲の状況等 東 側 □田 □畑 □宅地 □山林 □原野 □道路 □水路 □その他( )

)の 調 査 南 側 □田 □畑 □宅地 □山林 □原野 □道路 □水路 □その他(

)西 側 □田 □畑 □宅地 □山林 □原野 □道路 □水路 □その他(

筆 界 調 査 □法第14条地図 □付属地図 □地積測量図 □公有地境界査定図 □測量成果図

⑦ の 方 法 □区画整理等の確定図 □その他( )

筆界 □申請人・立会人の指示 □その他( )

の 筆 界 標 等 □コンクリート杭( □石杭( )□金属杭( ) □金属標( ) □鋲( ) □刻印( )

調査 の 種 類 ( ) □プラスチック杭( □木杭( )□境樹( ) □塀( ) □その他( )

内 は 数 量 □ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ( ) □ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎( ) □ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁( ) □側溝( )

□既設の工作物( )□その他( )

与点の種別 □図根点( ) □三角点( ) □多角点( ) □水準点( ) □電子基準点( )

□その他( )

□鉄橋 □鉄塔 □ｶﾞｽﾀﾝｸ □ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ □記念碑 □石段 □ﾏﾝﾎｰﾙ □その他（ ）恒久地物の種類

⑧ 地 域 区 分 □市街地 □準市街地 □村落地 □農耕地 □山林 □原野

⑨ 精 度 区 分 □甲1 □甲2 □甲3 □乙1 □乙2 □乙3

測 量 の 方 法 求 積 の 方 法 座標系

□ＧＰＳ測量 □トランシット測量 □座標法 □座標を三斜に換算 □世界測地系⑩測量・求積

□コンパス測量 □三斜法 □三辺法 □旧測地系の 方 法

□テープ測量 □その他( ) □その他( □任意

―349―



⑪新設の筆界標 □コンクリート杭( ) □石 杭( ) □金属杭( ) □金属標( ) □鋲( )

の 種 別 □プラスチック杭( ) □刻 印( ) □その他( )

( )内は数量

□申請人の説明

□立会人の説明 □昭和 □変 更

⑫ 登記原因・ □官公署の説明 により □平成 年 月 日 □錯 誤

日 付 の 調 査 □工事人の説明 □不詳 □その他

□建物登記簿 ( )

□その他( )

□農地法第 条 □許可書 □届出受理通知書 □農地法適用外証明書

□転用の事実を示す書面 □建築確認済証，検査済証

⑬官 公 署 の □宅地造成等規制法第12条第2項の検査済証

□都市計画法第29条許可指令書 □都市計画法第36条第2項の検査済証許 可 等

□建築基準法施行細則第20条道路基準適合証 □その他( )

⑭地 図 又 は □方位の誤り □計算の誤り □所在地番の誤り □筆界線の誤り

地域測定図 □その他( )

等の訂正理由

□立会証明書 □筆界確認証明書

地 番 立会人氏名 資格確認方法

①身分証明書□所有者 □所有者の家族

②免許証

③書類・印鑑収受□管理者 □隣地所有者

④委任状

⑤事務所来訪□管理者 □隣地所有者

⑥自宅訪問

⑦面識あり□管理者 □隣地所有者

⑧名刺交換⑮立会人及び

⑨口頭確認資格確認方法 □管理者 □隣地所有者

⑩所有者の紹介

⑪自己紹介□管理者 □隣地所有者

⑫電話による確認

⑬その他□管理者 □隣地所有者

( )

□管理者 □隣地所有者

□管理者 □隣地所有者

⑯ 参 考 事 項

上記のとおり、平成 月 日実施調査した。

印
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